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こ
の
事
業
は
、　

歳
未
満
の
子
ど
も
を

１８

３
人
以
上
養
育
す
る
保
護
者
に
「
子
育

て
応
援
カ
ー
ド
」
を
交
付
し
、
市
内
の
協

賛
店
か
ら
割
引
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
た
だ
き
、
子
育
て
中
の
家
庭
の
経
済
負

担
を
少
し
で
も
軽
減
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
店
舗
の
協
力
を
得
る
こ

と
に
よ
り
、
地
域
全
体
で
子
育
て
支
援
の

意
識
の
醸
成
を
図
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
３
人
以
上
を
養
育
し
て
い
る

保
護
者
の
方
で
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な

い
方
は
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
出
生
に
伴
い
、
新
た
に
対
象

と
な
ら
れ
た
方
も
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
サ
ー
ビ
ス
内
容

　

カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

子
３
人
を
養
育
す
る
保
護
者
は　

％
以

１０

上
、
子
４
人
を
養
育
す
る
保
護
者
は　
１５

％
以
上
、
子
５
人
以
上
を
養
育
す
る
保

護
者
は　

％
以
上
を
そ
れ
ぞ
れ
協
賛
店

２０

が
購
入
金
額
か
ら
割
引
サ
ー
ビ
ス
し
ま

す
。

　

協
賛
店
に
よ
っ
て
は
、
割
引
適
用
除

外
品
も
あ
り
ま
す
の
で
、
利
用
の
際
は

協
賛
店
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。（
協
賛

店
に
は
目
印
と
し
て
、オ
リ
ジ
ナ
ル
シ
ー

ル
が
店
頭
に 
貼
付 
さ
れ
て
い
ま
す
）

ち
ょ
う
ふ

　

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
際
は
、

必
ず
カ
ー
ド
の
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
協
賛
店
に
よ
っ
て
は
身
分
証
明
書
の

提
示
が
必
要
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
）

◎
カ
ー
ド
の
有
効
期
限

　

平
成　

年
３
月　

日
ま
で
と
し
、
来

２０

３１

年
度
以
降
に
つ
い
て
も
年
度
末
の
３
月

　

日
ま
で
と
し
ま
す
。

３１
　

カ
ー
ド
は
、
該
当
す
る
最
初
の
子
が

　

歳
と
な
っ
た
年
度
の
３
月　

日
ま
で

１８

３１

使
用
で
き
ま
す
。

◎
交
付
申
請
書
提
出
先

　

子
ど
も
家
庭
課
、
市
民
課
、
各
総
合

支
所
、
各
支
所
と
な
り
ま
す
。

◎
協
賛
店
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

市
で
は
子
育
て
応
援
カ
ー
ド
事
業
の

協
賛
店
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

地
域
全
体
で
子
育
て
中
の
家
庭
を
応
援

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

詳
し
く
は
、
子
ど
も
家
庭
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

子
ど
も
家
庭
課　

内
線
（　

・　

・

５０１

４２５

　

）・
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

４２４

18歳未満の子どもを 
3人以上養育している 
保護者 

18歳未満の子どもを 
3人以上養育している 
保護者 

協賛店 協賛店 

市 

カード提示 

サービス提供 

登録 

シール発行 カード交付申請 

カード交付 

子
育
て
応
援
カ
ー
ド 
始
ま
り
ま
し
た 

子
育
て
応
援
カ
ー
ド 

　

本
年
度
、
宮
城
県
と
石
巻
市
が
策
定

し
た
「
み
な
と
振
興
計
画
」
が
、
み
な

と
の
振
興
を
通
じ
て
地
域
の
活
性
化
に

寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
国
土
交

通
省
東
北
地
方
整
備
局
か
ら
認
定
書
が

交
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
認
定
を
受
け
た
振
興
計
画
で
は
、

宮
城
県
の
事
業
と
し
て
、
高
速
カ
ー

フ
ェ
リ
ー
お
よ
び
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に

対
応
し
た
「
浮
き
桟
橋
」
の
整
備
（
現

在
の
網
地
島
ラ
イ
ン
発
着
所
を
旧
北
上

川
右
岸
船
溜
付
近
に
移
転
）
ま
た
、
市

の
事
業
と
し
て
、
案
内
板
や
誘
導
標
識

の
設
置
に
よ
る
桟
橋
周
辺
の
整
備
や
、

み
な
と
振
興
を
目
的
と
し
た
Ｐ
Ｒ
イ
ベ

ン
ト
の
開
催
な
ど
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
に
対
し
て
、
国
土
交

通
省
か
ら
交
付
金
な
ど
の
支
援
を
受
け

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問　

総
合
政
策
課（
内
線　

・　

・　

）・　

457

493

494

　

港
湾
対
策
室（
内
線　

・　

）

309

487

「
み
な
と
振
興
計
画
」の 

　
認
定
書
が 

　
　
　
交
付
さ
れ
ま
し
た 

　子育て、介護が一段落、再就職をしたい！そのための近

道を発見しましょう。

と　　き　９月１１日（火）・２０日 （木）午前１０時～午後０時３０分

と こ ろ　石巻文化センター

（研修：第２研修室・託児：第３研修室）

定　　員　２０人

託児定員　６人（２歳以上就学前）要予約

申込締切　９月７日（金）〔先着〕

主　催　（財）２１世紀職業財団　　共　催　石巻市

問　（財）２１世紀職業財団　�０２２－２１４－２０８０
申　男女共同参画推進室　（内線６０８･６００）

・揺れない自分を作るために

　　「図で考える再就職実現への道筋」

　　　講師：キャリアカウンセラー

・再チャレンジサポートプログラムとは

　　　講師：キャリアコンサルタント

1日目 
11日（木）

・働くうえで、知っておきたい

　国民年金・厚生年金　

　　　講師：社会保険労務士

・採用したいと思わせる履歴書の書き方

2日目 
20日（木） 

研修内容

男女共同参画コーナー 

再就職準備セミナー 
　　　　　　 開催！！ Re・Beワークセミナー 

再就職へ！！
 

再就職へ！！
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　現在使用されている受給者証は、平成１９年１０月１日から使

用できなくなります。

　引き続き助成を受けるためには、登録更新手続きが必要で

す。手続きをしないと助成が受けられませんのでご注意くだ

さい。

　なお、現在所得制限により対象外の方も平成１８年分の所得

に基づき、再審査しますので申請してください。制限の内容

については、配付済の登録（更新）申請書裏面をご覧くださ

い。

登録（更新）の対象になる方

　市内に住所を有する、平成１３年４月２日以降に生まれた乳

幼児の保護者。（生活保護を受けている方は、手続きの必要

はありません）

持参するもの

・登録（更新）申請書

・印かん（ゴム印を除く。認め印で可）

・健康保険証（乳幼児の名前が記載されたもの）

・現在お使いの受給者証（持っている方

のみ）

※平成１９年１月１日現在、石巻市に住所

を有していない保護者の方は、前住所

地からの所得証明（平成１９年度分）ま

たは源泉徴収票（平成１８年分）が必要

です。

問　国保年金課（内線４７４）・各総合支所市民生活課
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現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
重
・

中
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給

者
証
は
、　

月
１
日
か
ら
使
用

１０

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
更

新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

対
象
者
に
は
後
日
案
内
な
ど

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
次
の
日

程
で
お
住
ま
い
の
地
区
の
会
場

に
お
い
て
、
忘
れ
ず
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
持
参
す
る
も
の

・
重
・
中
度
心
身
障
害
者
医
療

費
受
給
者
証

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手

当
証
書

・
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
老
人
医
療
受
給
者
証

・
振
込
先
預
金
通
帳
（
変
更
を

希
望
す
る
場
合
の
み
）

・
認
め
印

※
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
で

１９

市
外
に
住
ん
で
い
た
方
は
、

そ
の
市
町
村
の
平
成　

年
度

１９

所
得
証
明
書

問　

障
害
福
祉
課
（
内
線　

・
３８４

　

）・
各
総
合
支
所
障
害
福

４８２祉
担
当

重
・
中
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

　国民年金加入者は、国民年金保険料を納め

なければなりません。

　しかし、長い加入期間中には病気やケガ、

失業などの理由で保険料を納めることが困難

なときもあります。

　「納められない」からといって未納のままに

しておくと、いざというときに年金が受けら

れなくなる場合もあります。

　そのために、国民年金には前年の所得に

よって、保険料が免除される制度（全額免除・

半額免除など）や３０歳未満の方には若年者納

付猶予制度があります。

　免除や納付猶予を希望する方は、平成１９年

度（平成１８年中）の所得の申告を済ませ、早

めに申請手続きをしてください。

　困ったときは、未納のままにしないで、ご

相談ください。

問　石巻社会保険事務所　�２２－５１１５・国保

年金課（内線２５６・２５７）各総合支所市民

生活課・各支所
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9月27日（木）9月26日（水）9月25日（火）9月24日（月）9月21日（金）9月20日（木）9月19日（水）石　

巻　

地　

区

石巻中央公民館荻 浜 公 民 館渡 波 公 民 館石巻文化センター蛇 田 公 民 館稲 井 公 民 館石巻文化センター

午前１０時～正午

午後１時～５時

午前１０時～１１時30分
午前１０時～正午

午後１時～３時

午前１０時～正午

午後１時～５時

午前１０時～正午

午後１時～３時

午前１０時～正午
午前１０時～正午

午後1時～5時
鹿 妻 分 館大 街 道 分 館

午後1時～3時午後１時３０分～３時３０分

午前9時～正午／午後1時～5時

河北総合支所　保健福祉課 �62－2116
9月19日（水）・20日（木）

河北地区

雄勝総合支所　保健福祉課 �57－3611雄勝地区

河南母子健康センター �72－21139月19日（水）
河南地区

河南鹿又農業研修センター �72－21139月20日（木）

桃生総合支所　保健福祉課 �76－2111

9月19日（水）・20日（木）

桃生地区

北上総合支所　保健福祉課 �67－2113北上地区

牡鹿総合支所　保健福祉課日（清優館）  �45－2113牡鹿地区

乳幼児医療費受給者証の更新手続きは 
　　　　　　　　　　　 お済みですか？ 

国民年金保険料の 
　　免除制度はご存知ですか 
国民年金保険料の 
　　免除制度はご存知ですか 


